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Ⅱ 外国人の入国・在留等をめぐる状況 

 １ 我が国に正規に入国・在留する外国人の状況等 

 （１）全般的な状況 

 我が国への外国人入国者数は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影

響によって大幅に減少した時期もあるが、長期的には増加傾向にあり、2025

年における外国人入国者数は、4,000 万人を突破し、過去最高となった（図

１）。 

国籍・地域別では、韓国が 950 万人を超え最も多く、次の中国が 850 万人

を超えるなど、特にアジア諸国が多数を占めている。 

    

図１ 外国人入国者数の推移 
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  次に、我が国に在留する外国人については、近年大幅に増加し、2025 年

末時点の在留外国人数は約 413 万人となっている。また、総人口に占める在

留外国人の割合は、2025 年末時点で 3.35％に達し、前年末と比べ 0.31 ポイ

ント増加している（図２）。 

 国籍・地域別では、中国が約 93.0 万人で全体の 22.6％を占め、以下、ベ

トナム、韓国、フィリピン、ネパールと続いている。 

 

図２ 在留外国人数及び我が国の総人口に占める割合の推移 

 

 

 

 

 

 

（２）就労を目的とする外国人の状況 

 2025 年における就労を目的とする在留資格（「外交」、「公用」及び「技

能実習」を除く。以下同じ。）による新規入国者数は、約 22.0 万人であり、

新規入国者数全体に占める割合は 0.6％であった。 
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在留資格別に見ると、在留資格「特定技能１号」による新規入国者数は約

7.6 万人、在留資格「技術・人文知識・国際業務」による新規入国者数は約

6.2 万人となり、専門的・技術的分野での就労を目的とする在留資格の中で

大きな割合を占めている（図３）。 

 

図３ 就労を目的とする在留資格（「外交」、「公用」、「技能実習」を除く。）による新規入国者数  

 

 

 次に、就労を目的とする在留資格により在留する中長期在留者数は、2025

年末時点には約 107.2 万人と増加傾向が続いており、特に、在留資格「技術

・人文知識・国際業務」、在留資格「特定技能」が増加傾向にある。在留資

格「技術・人文知識・国際業務」は、2019 年末には約 27.2 万人であったが、

2025 年末には約 47.6 万人まで増加した。在留資格「特定技能」については

約 39.0 万人となり、2019 年末には約 1.6 千人であったところから大幅に増

加した（図４）。 
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 なお、2024 年に留学生が我が国の企業等への就職を目的として行った在留

資格変更許可申請に対し許可した数は、４万 1,142 人（前年比 1,644 人減）

である。 

 
図４ 就労を目的とする在留資格（「外交」、「公用」、「技能実習」を除く。）による中長期在留者数 

 

 

2012 年５月に導入した高度人材ポイント制（活動内容を「高度学術研究活

動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の３つに分類し、

それぞれの特性に応じて「学歴」、「職歴」、「年収」等の項目ごとにポイ

ントを設け、その合計が一定点数（70 点）に達した場合に、出入国在留管理

上の優遇措置を講じる制度）を通じ、2025 年末までに累計で約 6.5 万件を高

度人材として認定している（図５）。 
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図５ 高度人材ポイント制による累計認定件数の推移 

 

 

 

 

（３）学ぶことを目的とする外国人の状況 

在留資格「留学」による新規入国者数は約 17.6 万人であり、このうち、上位

５か国・地域は全てアジア諸国からの学生で、全体の 68.7％を占めている。 

特に、2022 年以降、ネパール及びミャンマーからの留学生が大幅に増加して

いる。 

また、在留資格「留学」による在留外国人数も近年増加傾向にあり、2025 年

末には、前年末の約 40.2 万人から約 6.3 万人増加した約 46.5 万人となった（図

６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012年末 2013年末 2014年末 2015年末 2016年末 2017年末 2018年末 2019年末 2020年末 2021年末 2022年末 2023年末 2024年末 2025年末
学術研究 48 134 466 841 1,276 1,863 2,529 3,221 3,801 4,451 5,155 5,927 6,739 7,674
専門・技術 248 663 1,905 3,362 5,168 8,360 12,332 17,341 21,557 25,622 30,970 37,799 44,477 51,151
経営・管理 17 48 82 144 225 349 525 785 1,048 1,378 1,889 3,220 4,472 6,198

合計 313 845 2,453 4,347 6,669 10,572 15,386 21,347 26,406 31,451 38,014 46,946 55,688 65,023
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図６ 在留資格「留学」による国籍・地域別新規入国者数及び在留外国人数の推移 

 

 

 

（４）身分又は地位に基づいて入国・在留する外国人の状況 

身分又は地位に基づいて入国する外国人の状況について、2022 年末以降の推

移を見ると、「日本人の配偶者等」及び「定住者」の在留資格による新規入国

者数はいずれも減少傾向にある。他方、これらの在留資格の在留外国人数は緩

やかな増加傾向にある（図７、図８）。 
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図７ 在留資格「日本人の配偶者等」の国籍・地域別新規入国者数及び在留外国人数の推移  

 

 
 

図８ 在留資格「定住者」の国籍・地域別新規入国者数及び在留外国人数の推移 
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我が国で一定年数以上在留している等所定の要件を満たす者が永住を希望

する場合、永住許可を受けることで在留資格「永住者」により在留すること

が可能となるところ、在留資格「永住者」による在留外国人数は一貫して増

加傾向にある。その数は、2025 年末時点で約 94.7 万人となっており、我が

国に在留する外国人全体の 23.0％を占めている（図９）。 

 

図９ 在留資格「永住者」の国籍・地域別在留外国人数の推移 

 

 

 

２ 我が国に不法入国・不法滞在等する外国人の状況等 

 （１）個人識別情報を活用した上陸審査の状況 

 テロの未然防止及び不法滞在者対策のため、2007 年 11 月から、個人識別

情報を活用した上陸審査を導入し、外国人（特別永住者等を除く。）に対し

て上陸申請時に指紋及び顔写真の提供を義務付けている。また、2016 年 10

月から、テロリスト等を上陸審査時に確実に発見するため、上陸審査時に外
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国人から提供を受けた顔写真とテロリスト等の顔画像との照合を実施して

いる。個人識別情報の活用により上陸を阻止した者の数は、入国審査におけ

る同情報の活用開始から 2025年末までの累計で１万 3,517人となっている。 

  

 （２）不法滞在者の状況（不法残留者の状況や退去強制手続の状況） 

 我が国の不法残留者数は、2020 年１月１日現在で約 8.3 万人であったもの

が、2026年１月１日現在で約 6.8 万人と大きく減少している。 

国籍・地域別に見ると、ベトナムが１万 1,601 人で最も多く、不法残留者

数全体の 16.9％を占めている。次いでタイが１万 907 人（15.9％）、韓国が

１万 20 人（14.6％）、中国が 5,827 人（8.5％）、フィリピンが 4,393 人（6.4

％）と続いている（図 10）。 

また、不法残留となった直前の時点での在留資格について見ると、在留資

格「短期滞在」が４万 1,607 人（60.8％）と最も多くなっている。 

 

図 10 国籍・地域別不法残留者数の推移 

 

         
 次に、2025 年に退去強制手続等（退去強制手続又は出国命令手続）を執っ
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た入管法違反者数は１万 8,442 人であり、前年比 2.5％減となっている。こ

れを国籍・地域別に見ると、ベトナムが 6,599 人（35.8％）と最も多く、次

いで、タイ、中国の順となっており、これら上位３か国で全体の 64.3％を占

めている。また、退去強制事由別に見ると、不法残留が１万 7,031 人（92.3

％）、刑罰法令違反が 503人（2.7％）、不法上陸が 242 人（1.3％）となっ

ており、これまでと同様に不法残留が圧倒的に高い割合を占めている（図

11）。 

 

図 11 退去強制事由別の入管法違反事件の推移 

 

 
 

また、2025 年中に退去強制手続等を執った入管法違反者のうち、不法就労

をしていたことが認められた者は１万 3,435 人であり、入管法違反者全体に

占める割合は 72.9％に上ることから、入管法違反者の多くが不法就労してい

る状況にあるといえる。不法就労者の国籍・地域は、ベトナム、タイ、イン

ドネシア等の近隣アジア諸国を中心として 49 か国・地域に及んでおり、多
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国籍の者が不法就労している状況にある。その稼働場所は、関東地区１都６

県（東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬、栃木）で全体の 76.4％と大半

を占めているほか、中部地区９県（新潟、長野、山梨、富山、石川、福井、

静岡、岐阜、愛知）も 12.7％と多く、関東地区及び中部地区で不法就労者全

体の 89.1％と高い割合を占めている。 

 

退去強制手続は、その手続の対象となる者を全て収容の対象とすることを

前提としていたが、2024 年６月、収容に代わる措置として監理措置を創設し、

その運用を開始した。2018 年末で 1,246 人であった収容人員は、2025 年末

時点で 570 人となった（図 12）。2025 年中に監理措置決定をした件数は、

退去強制令書発付前が 2,103 件、退去強制令書発付後が 1,680件であった。 

他方、仮放免制度については、監理措置制度の創設に伴って見直さ

れ、本来の趣旨に合致するよう、健康上、人道上その他これらに準ず

る理由により収容を一時的に解除する制度とされた。2025 年末時点で

の被仮放免者数は 2,429 人であった（図 13）。  
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図 12 収容人員の推移 

 

 
 

図 13 被仮放免者の推移 
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（３）偽装滞在者等に係る在留資格取消しの状況 

 本邦に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等

を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留し

ていた場合には、法定の手続等を経た上で、在留資格を取り消すことができ

る。2025年における在留資格取消件数は 1,446 件となっている（図 14）。 

 

図 14 在留資格取消件数の推移 

 

３ 難民等認定申請の状況 

我が国は、難民の受入れを国際社会において果たすべき重要な責務と認識し、

難民認定手続に係る必要な体制を整えてきたところ、2023 年 12 月、難民条約上

の「難民」ではないものの「難民」と同様に保護すべき紛争避難民などを確実に

保護するため、補完的保護対象者認定制度を創設した。 

難民認定申請者数は、2017 年に１万 9,629 人と過去最高を記録したが、2018

年に難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しを実施した結果、同年の

申請者数は１万 493 人となり、前年から 46.5％減とおよそ半減した。その後、新
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型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け更に大幅に減少したものの、

2023 年は１万 3,823 人、2024 年は１万 2,373 人、2025 年は１万 1,298 人と高水

準が続いている。 

2025 年の申請者の主な国籍は、タイが 1,556人、ミャンマーが 1,490 人、イン

ドが 959 人、スリランカが 905 人、バングラデシュが 777 人、トルコが 683 人、

パキスタンが 534 人、インドネシアが 496人、ガーナが 492 人、カメルーンが 325

人となっている。 

また、申請者の申請時における在留状況は、正規滞在者が１万 600 人（申請者

全体の 93.8％）、不法滞在者が 698 人（同 6.2％）となっている。なお、申請者

の 11.6％に当たる 1,305 人が複数回申請者である。 

2025 年の難民認定者数は 187 人であり、主な国籍は、アフガニスタンが 123 人、

イエメンが 26 人、中国が 11 人、ミャンマーが９人、アンゴラが５人となってい

る。 

 

2025 年の補完的保護対象者認定申請者数は 311 人であり、2024 年から 962 人

減少した。申請者の国籍は、ウクライナが 285 人、スーダンが 10 人、アフガニ

スタン、ロシアが各４人、シリア、ミャンマーが各２人、カザフスタン、トリニ

ダード・トバゴ、ナイジェリア、ブルキナファソが各１人となっている。 

また、申請者の申請時における在留状況は、正規滞在者が 306 人（申請者全体

の 98.4％）、不法滞在者が５人（同 1.6％）となっている。 

2025 年の補完的保護対象者認定者数は 474 人であり、国籍別の内訳は、ウクラ

イナが 386 人、ミャンマーが 58 人、スーダンが 23 人、イエメンが４人、マリが

２人、アフガニスタンが１人となっている（図 15）。 
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図 15 難民及び補完的保護対象者の申請者・認定者数の推移 

 


